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自転車乗車時のヘルメット着用は
全年齢で努力義務です！

自転車事故による死者の約５割が
頭部を損傷！
（令和２年～令和６年、警察庁調べ）

転倒・衝突時は頭部への衝撃が
非常に大きく頭蓋骨骨折や
脳挫傷の恐れ ※東京都「商品等安全対策協議会報告（自転車用

ヘルメットの着用と安全な使用）」資料から



自転車ルールブック
（警察庁）

令和８年４月から16歳以上を対象に自転車の
違反に交通反則通告制度が導入されます！

交通違反があった場合、警察による指導警告が行われ、それに従わな
い、悪質・危険な場合等は検挙の対象となります。これまで検挙は赤
切符のみでしたが、１６歳以上を対象に交通反則通告制度（青切符）が
導入され、一定期間内に反則金を支払うと刑事手続きを経ず処理が
完了します。
警察庁が公表した自転車の基本的な交通ルールと交通違反の指導取
締りの基本的な考え方についての自転車ルールブックも参考にしてく
ださい（下記の二次元コードを参照）。

ストップ！ 放置自転車

京都市では、自転車を道路や公園等の公共の場所に
放置すると、時間の長短に関わらず放置自転車とし
て撤去の対象になります。放置自転車は、全ての人
にとって危険なものです。自転車で外出するときは、
駐輪場を利用するなど、正しい場所に駐輪しましょ
う（下記のサイトで検索できます）。なお、特定小型原
動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)は、原
付・二輪車の駐車可能な市営駐輪場等で受け入れて
います。

駐輪場検索はこちら
（京都市サイクルサイト）

自転車保険に加入していますか？


